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納税証明申請時の注意点 



 
運転免許証 旅券  住民基本台帳カード（顔写真付き）  在留カード  

運転経歴証明書 特別永住者証明書 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証  猟銃・空気銃所持許可証 

戦傷病者手帳 無線従事者免許証 電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 

耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 

動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 身体障害者手帳 療育手帳 宅地建物取引士証 

警備業法第２３条第４項に規定する合格証明書 個人番号カード（※） その他官公署が発行した身分・資格証明書（顔写

真付き）                                        ※提示・複写は表面のみ 

申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類（顔写真付き） 

 
国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の被保険
者証又は資格確認書 共済組合員証又は資格確認書 国民年金手帳 国民年金、
厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書  

共済年金又は恩給の証書  住民基本台帳カード（顔写真なし）  各種医療受給者証  生活保護受給者証 

その他官公署が発行した身分・資格証明書（顔写真なし） 

 

申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類（顔写真なし） 

 
公共料金領収書  金融機関のキャッシュカード、クレジットカード又は預（貯）金通帳 
国又は地方税の納税通知書   国又は地方税の領収書（自動車税種別割及び軽自動車税種別割を除く。）  東京都シルバ

ーパス 

Ａ，Ｂ以外の特定の本人名義の書類 

１ 納税証明申請時の「本人確認」方法について 

東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申

請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を

より厳格におこないます。つきましては、納税証明申請時の「本人確認」において下記の書類が

必要となりますので、申請の際には必ずお持ちください。 

（１） 窓口で申請される場合に必要な「本人確認書類」 

「本人確認書類」は以下のＡ、Ｂ，Ｃに記載されている書類です。 

次の①～③のいずれかのパターンでご用意ください。  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

  
 
  
 

 
 

 

※Ａは顔写真がついているため、１点のみで本人確認ができます。（パターン①） 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

※Ｂは顔写真がついていないため、Ｂの書類２点（パターン②）、又はＢの書類１点とＣ書類の書類１点

（パターン③）の組み合わせでの提示が必要となります。 

 

 

 
 
 
 

 

①Ａの書類１点  ②Ｂの書類２点  ③Ｂ、Ｃの書類それぞれ１点ずつ 
パターン パターン パターン 
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（２）「本人確認書類」Ａ～Ｃに関する注意点 

・  Ａ及びＢの「本人確認書類」については、原則として写しをとらせていただきますので、ご了

承ください。 

 

・ 「本人確認書類」のうち、有効期限のある書類については、有効期限内のものに限ります。

有効期限の定めがないもののうち、公共料金領収書や、国税又は地方税の領収書（自動 

車税種別割及び軽自動車税種別割を除く）等の受領印が確認できるものについては、受領

印日付を起算日とし１年を有効期間とし、国又は地方税の納税通知書など発行日の記載が

あるものは、確認日前１年以内に発行されたものを有効とします。 

有効期限の定めのないもので受領印や発行日が確認できないものは、申請者に対して、

有効であることを口頭で確認させていただきます。 

 

・  申請者が税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁

理士及び海事代理士（以下「税理士等」といいます。）であることを証する書類のうち、顔写

真付きのものは「本人確認書類」Ａに、顔写真の付いていないものは「本人確認書類」Ｂに代

えることができます。税理士等の補助者証については、顔写真が入っている場合は「本人確

認書類」Ｃに代えることができます。 
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２ 証明の種類と申請先事務所 

（１）窓口で申請する場合 

各都税事務所、各都税支所、各支庁、都税総合事務センター及び各自動車税事務所で発行

する証明書には、次の種類があります。申請先事務所（証明できる事務所）をご確認ください。 

証明の種類 申請先事務所（証明できる事務所） 

納税証明（一般用） 

（自動車税種別割以外） 
全都税事務所、都税支所、支庁 

納税証明（一般用） 

（自動車税種別割） 

全都税事務所、都税支所、支庁、 

都税総合事務センター及び各自動車税事務所 

自動車税（種別割）納税証明 

（継続検査等用） 

全都税事務所、都税支所、支庁、 

都税総合事務センター及び各自動車税事務所 

滞納処分を受けたことの 

ないことの証明 
全都税事務所、都税支所、支庁 

酒類製造販売の免許申請の

ための証明 
全都税事務所、都税支所、支庁 

※所管区域に関わらず、全ての都税事務所、都税支所、支庁において納税証明書を申請することができます。 

※滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売の免許申請のための証明については、複数の都税事

務所より課税されている場合でも、一つの都税事務所に申請していただくことで、納税義務者にかかる全ての都税

についての証明を行います。 

 

（２）郵送で申請する場合 

 証明書等の申請は、郵送でも受け付けております。なお、郵送による都税の証明書等の発行

業務を「都税証明郵送受付センター」で集中して行っております。 

以下の申請先まで、申請書等をお送りください。 

証明の種類 申請先 

納税証明（一般用） 

（自動車税種別割以外） 

 

 

 

 

 

都税証明郵送受付センター 

〒112－8787 東京都文京区春日１－１６－２１ 

納税証明（一般用） 

（自動車税種別割） 

自動車税（種別割）納税証明 

（継続検査等用） 

滞納処分を受けたことの 

ないことの証明 

 

酒類製造販売の免許申請の

ための証明 
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３ 証明書を申請する際に必要なもの 

納税証明を申請される際には以下の書類が必要となります。書類が不足している場合、また

書類に不備がある場合には申請を受け付けることができません。下記の表をご覧ください。 

なお、平成２０年１１月より、申請時の本人確認方法が変わりました。（Ｐ１ 『１納税証明申請時

の「本人確認」方法について 』参照） 申請前に必ずご確認ください。 

 

 

（１）窓口で申請する場合 

納税 

義務者 
窓口に来る方 申請に必要となる書類 

個人 

本人・相続人 

①納税証明申請書 

②窓口に来る方の本人確認書類 

※相続人の方が申請される場合は、下記の書類も併せてお持ち

下さい。 

①相続人であることが分かる書類（戸籍謄本等） 

②被相続人の死亡の事実が確認できる書類（除籍謄本等） 

代理人 

（個人） 

①納税証明申請書 

②代理人の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

代理人 

（法人の代表者） 

①納税証明申請書 

②代理人（代表者）の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

代理人 

（法人の従業員） 

①納税証明申請書 

②代理人（従業員）の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

④従業員証（所属する法人名、従業員の姓名記載） 

税理士等の事務員等 

①納税証明申請書 

②税理士等への委任状 

③事務員等の本人確認書類 

④補助者証、事務員証、又は使者である旨を記載した文書 

法人 

法人の代表者 
①納税証明申請書 

②代表者の本人確認書類 

法人の従業員 

①納税証明申請書 

②従業員の本人確認書類 

③従業員証（所属する法人名、従業員の姓名記載） 

代理人 

（個人） 

①納税証明申請書 

②代理人の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

※２ 

※２ 
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代理人 

（法人の代表者） 

①納税証明申請書 

②代理人（代表者）の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

代理人 

（法人の従業員） 

①納税証明申請書 

②代理人（従業員）の本人確認書類 

③委任状、同意書、代理人選出届等 

④従業員証（所属する法人名、従業員の姓名記載） 

税理士等の事務員等 

①納税証明申請書 

②税理士等への委任状等 

③事務員等の本人確認書類 

④補助者証、事務員証、又は使者である旨を記載した文書 

※１ 書類はすべて原本が必要です。納税証明申請書についてはこちらに原本をご提出いただくため、お

返しすることはできません。 

 

※２ 所属する法人名と従業員の姓名が確認出来る場合に限り、例外的に従業員証の代わりに「健康保

険証」又は「マイナポータルの健康保険証情報の画面の提示」でも申請できます。「マイナポータルの

健康保険証情報の画面の提示」については、ご自身のスマートフォン又はパソコンにおいてマイナポ

ータルにログインいただき、健康保険証情報（保険者名の欄）をご提示いただく必要があります。ご来

所前に所属する法人名が確認できるかを、必ずご確認ください。なお、「名刺」は従業員証として、取り

扱うことが出来ません。所属する法人名が確認出来る書類がない場合は、代理人（個人）として申請し

てください。 

 

※３ 法令等に基づく正当な理由を有する者（借地・借家人など）は、上記のほか、賃貸借契約書強制競

売申立書、訴状等をお持ちいただくことで、土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳及び償却資

産課税台帳の閲覧及び、固定資産評価証明の申請等ができますが、納税証明の申請を行うことはで

きませんのでご注意ください。 

 

※４ 納付後、１～２週間以内に申請する場合は、「領収印のある領収証書の原本（口座振替の場合：記

帳済の預(貯)金通帳、ｅＬＴＡＸ電子納税の場合：利用者ＩＤを控えたもの）」を提示いただければ発行可

能です。ただし、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税等の申告税目の場合は

「領収印のある領収証書の原本」に加えて、「受付印のある申告書の控え（ｅＬＴＡＸ電子申告の場合：ｅ

ＬＴＡＸで受付されたもの）」をご提示ください。なお、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリ（QR

コード読取）による都税の納付は、地方税法第７４７条の７に定める機構指定納付受託者による立替

払いです。機構指定納付受託者が都に入金（立替払）を行うまでの期間（納付手続き後から 1 か月程

度）においては、納付額は未納額として印字され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われてい

る」旨の記載がされた納税証明を発行することになります。 

 

※５ 都税について課税されていない方が、滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売

免許申請のための証明を申請する際、上記の書類に加え、次のものを必ずご用意ください。 

①証明の対象となる方が法人である場合・・・商業登記簿謄本等 

―５― 
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① 都税の納税通知書送付先 

② 都税事務所に届けている住所（本店又は主たる事務所の所在地） 

②代理人が証明の申請を行う場合・・・証明の対象となる方の官公署から発行された本人確認の写し

（（ア）１納税証明申請時の「本人確認」方法について」のＡ又はＢの書類、（イ）住民票、（ウ）戸籍の

附票、（エ）外国人登録原票のうち一点） 

 

※６ 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法

人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税

証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になるこ

とがあります。 

 

※７ 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状の偽造又は偽造した委任状の行使をした者は、 

刑法第 159 条（私文書偽造等）又は同法第 161 条（偽造私文書等行使）の規定により罰せられます。 

 

※８ 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。なお、お電話

がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 

 

※９ 個人情報の保護に関する法律第 76 条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示

請求があった場合は、委任状も含めて全部開示となります。 

 

（２）郵送で申請する場合 

郵送の場合、原則として次の住所に証明書をお送りします。返信用封筒には①、②のいずれ

かの住所をご記入ください。 

 

 

 

郵送で申請をする際は、①納税証明申請書、②切手を貼った返信用封筒、③手数料分の郵

便小為替（無記名）（Ｐ９ 『４ 手数料の計算方法』参照）が必要です。（代理人による申請の場合

には委任状も必要となります。） 

◆上記のいずれか以外の住所
．．．．．．．．．．．．

への送付を希望される場合◆ 

上記①～③の必要書類に加えて、申請者氏名と送付先住所の確認できる官公署が発行した

書類の写しを同封してください。 
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【都税の納税通知書送付先、都税事務所に届けている住所以外への
．．．．

郵送を希望する場合
．．．．．．．．．

の必要書類】 

納税 

義務者 
申請する方 申請に必要となる書類 

証明書 

送付先 

個人 

本人・相続人 

①納税証明申請書 

②送付先住所が確認できる官公署が発行した本人確認書

類の写し 

※相続人の方が申請される場合は、下記の書類も併せて

送付ください。 

○相続人であることが分かる書類の写し（戸籍謄本等） 

○被相続人の死亡の事実が確認できる書類の写し 

（除籍謄本等） 

②に記 載 さ

れた住所 

代理人 

（個人） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③送付先住所が確認できる官公署が発行した代理人の本

人確認書類の写し 

③に記 載 さ

れた住所 

代理人 

（法人） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③代表者の資格を証する官公署が発行した書類の写し 

④法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類

の写し 

③④に記載

され た 代 表

者の住所又

は支店所在

地 

代理人 

（税理士等） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③送付先住所が確認できる官公署が発行した代理人の本

人確認書類の写し又は税理士等であることを証する書類の

写し 

②に記 載 さ

れた代理人

の住所又は

税理士等の

事務所所在

地 

法人 

法人 

①納税証明申請書 

②代表者の資格を証する官公署が発行した書面の写し 

③法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類

の写し 

②③に記載

され た 代 表

者の住所又

は支店所在

地 

代理人 

（個人） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③送付先住所が確認できる官公署が発行した代理人の本

人確認書類の写し 

③に記 載 さ

れた住所 

※１ 

※１ 

※１ 

※２ 

※２ 

※２ 

※１ 

―７― 
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代理人 

（法人） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③代表者の資格を証する官公署が発行した書面の写し 

④法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類

の写し 

③④に記載

され た 代 表

者の住所又

は支店所在

地 

代理人 

（税理士等） 

①納税証明申請書 

②委任状、同意書、代理人選出届等 

③送付先住所が確認できる官公署が発行した代理人の本

人確認書類の写し又は税理士等であることを証する書類の

写し 

③に記 載 さ

れた代理人

の住所又は

税理士等の

事務所所在

地 

※１ 次の（ア）～（エ）の書類の中から送付先住所が確認できるいずれか１種類の写しを提出してくださ

い。 

（ア）「１納税証明申請時の「本人確認」方法について」のＡ又はＢの書類、（イ）住民票、（ウ）戸籍の附

票、（エ）外国人登録原票 

 

※２ 「代表者の資格を証する官公署が発行した書類」及び「法人の支店所在地が確認できる官公署が発

行した書類」とは、主に以下の書類です。 

（ア）「商業登記簿謄本」、（イ）「現在事項証明書」 

 

※３ 都税について課税されていない方（都税の納税通知書送付先及び都税事務所に届けている住所の

ない方）が、滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売の免許申請のための証明を郵

送で申請する場合についても、上記※１（個人の場合）または※２（法人の場合）の書類が必要となりま

す。 

なお、代理人が証明の申請を行う場合には、上記の書類に加えて、証明の対象となる方の官公署か

ら発行された本人確認の写し（※１）が必要となりますのでご注意ください。また、証明の対象となる方

が法人の場合には、商業登記簿謄本等が必要となります。 

 

※４ 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法

人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税

証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になるこ

とがあります。 

 

※５ 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状の偽造又は偽造した委任状の行使をした者は、 

刑法第 159 条（私文書偽造等）又は同法第 161 条（偽造私文書等行使）の規定により罰せられます。 

 

※６ 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。なお、お電話

がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 

 

※７ 個人情報の保護に関する法律第 76 条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示

※２ 

※２ 

※１ 

―８― 



請求があった場合は、委任状も含めて全部開示となります。 

４ 手数料の計算方法 

  納税証明書の交付申請の際には手数料が必要となります。 

 （１）納税証明（一般用） 

１税目につき、４００円の手数料が必要です。 

例えば、法人事業税と法人都民税の納税証明書をそれぞれ２通ずつ申請した場合には、 

４００円×２税目×２通＝１，６００円となります。 

ただし、以下の場合は２税目あわせて４００円となりますので、ご注意ください。 

「固定資産税と都市計画税」 

「固定資産税・都市計画税（土地・家屋）と固定資産税（償却資産）」 

「法人事業税と地方法人特別税」 

「法人事業税と特別法人事業税」 

 

（２）滞納処分を受けたことのないことの証明 

   １通につき、４００円の手数料が必要です。 

 

（３）酒類製造販売の免許申請のための証明 

    １通につき、４００円の手数料が必要です。 

 

５ 申告・納付後、おおむね１～２週間以内に納税証明の申請を

される場合の注意点 

   納付後、１～２週間以内に申請する場合は、Ｐ４「３ 証明書を申請する際に必要なもの  

（１）窓口で申請される場合」に加えて、「領収印のある領収証書の原本（口座振替の場合：記    

帳済の預(貯)金通帳、ｅＬＴＡＸ電子納税の場合：利用者ＩＤを控えたもの）」を提示いただければ

発行可能です。 

ただし、法人事業税・地方法人特別税、法人都民税等の申告税目の場合は「領収印のある

領収証書の原本」に加えて、「受付印のある申告書の控え（ｅＬＴＡＸ電子申告の場合：ｅＬＴＡＸ

で受付されたもの）」をご提示ください。 

なお、クレジットカード及びスマートフォン決済アプリ（QR コード読取）による都税の納付は、

地方税法第７４７条の７に定める機構指定納付受託者による立替払いです。機構指定納付受

託者が都に入金（立替払）を行うまでの期間（納付手続き後から 1 か月程度）においては、納付

額は未納額として印字され、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨の記載

がされた納税証明を発行することになります。 

 

６ 自動車税（種別割）納税証明書（継続検査等用） 

自動車税（種別割）納税証明書（継続検査等用）は、自動車の車検（継続検査・構造等変更

―９― 



検査の際に必要なものです※。 

自動車税種別割の納税通知書・納付書等に添付されていますが、証明書を紛失した場合な

どには再発行します。最寄りの都税事務所、都税支所、都税総合事務センター、自動車税事

務所及び支庁に来所し、申請してください。 

申請にあたっては、専用の申請書に所要の事項を記入していただきます。記入の際には、

自動車登録番号（車のナンバープレートの番号）、車台番号、申請者名、住所を忘れずに記入

してください。 

 

※ 平成２７年４月より、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税

種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となりました。そのため、車検時に自動車税

（種別割）納税証明書（継続検査等用）の提示を省略できます。ただし、納付後、運輸支局

等にて納税確認できるまで、最大で１０日程度かかります。この期間内に車検を受ける場

合には、自動車税（種別割）納税証明書（継続検査等用）が必要です。 

※ 令和６年１０月３１日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録を

していただいた自動車関係事業者様は車検の実施可否を WEB 上で確認することができる

ようになりました。 

 

７ その他 

申請枚数が多い場合など、発行までに時間を要する場合があります。 

―１０― 


